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令和４年３月専決補正予算（第２６号）の概要 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新型コロナウイルス予防接種費その他につ

いて予算を補正する必要が生じたが、特に緊急を要したため、３月３０日に専決処分しま

した。 

 

 

【補正予算額】 一般会計 ４，７４８万５千円 

新型コロナウイルス予防接種費 

予防接種委託料 ４，３６３万３千円 

事務費       ３８５万２千円 
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Ⅰ 一般会計予算 47,485 千円

事　　業　　名
補　正　額

　　（千円）
担 当 課

47,485

1 新型コロナウイルス予防接種費 47,485 新型コロナウイルス

ワクチン接種事業室

※ 一般会計の繰越明許費は、「新型コロナウイルス予防接種費」の1件を計上。

令和3年度　一般会計補正予算（第26号）の主な内容

内　　　　容

 4 款　　衛　生　費

　新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、
希望する12歳から17歳に対して、３回目のワクチン接種
を実施するもの。

【対象者】ワクチン２回目接種完了から６か月を
　　　　　経過する12歳～17歳（約20,700人）

【使用ワクチン】ファイザー社ワクチン

【接種体制】個別接種及び集団接種

【実施期間】令和4年4月中旬～令和4年9月

【事業費】47,485千円
　・予防接種委託料：43,633千円
　・事務費：　　　　 3,852千円

　現計予算額　2,611,333千円


